
令和５年２月２７日 

 

質  疑  回  答  書 

質疑提出日 令和５年２月２１日 

件  名 浦和競馬場清掃業務 

場  所 さいたま市南区大谷場１－８－４２ 

No 質疑内容 回答 

１ 別表２よりＡ・Ｂ開催（本場開催時）清

掃箇所として、３号５階が対象となっ

ている。 

３号５階は事務所エリアだが、本場開

催時は一般開放されるのか。 

本場開催時の３号５階事務所エリアは、一

般開放しません。 

２ 上記１より、一般開放される場合５階

のどちらのエリアになり、清掃対象は

どこになるのか。 

本場開催時の３号５階事務所エリアは、一

般開放しないため、別表２のＡ・Ｂ開催（本

場開催時）の清掃の対象はありません。 

３ 上記１より、本場開催時の５階清掃と

組合事務所清掃とは別に行う必要があ

るのか。 

別表２のＡ・Ｂ開催（本場開催時）の５階の

清掃はありません。 


